
1. 事業者

⑴名称 合同会社GreenOak

⑵所在地 山形県酒田市錦町4丁目1-2 コーワビル1F

⑶電話番号 ０２３４-３１-７７７０

⑷介護保険指定番号 山形県指定　第０６７０８０２２８９号

2. 事業の概要

⑴提供できるサービスの種類

　① 指定介護予防福祉用具貸与・指定福祉用具貸与・指定介護予防特定福祉用具販売・指定特定福祉用具販売

⑵職員の体制

　①

事業所の管理

福祉用具貸与の提供にあたる

⑶営業日及び営業時間

　① 営業日 月曜日～金曜日　(祝日及び12月31日～1月3日除く)

　② 営業時間 9:00～18:00

　③ 電話連絡先 0234-31-7770

　 尚、緊急時は営業日等に関わらず、常時担当者が携帯電話等により連絡を取れる体制を整えております。

3. 取扱種目

厚生労働大臣の定める特定福祉用具に係る福祉用具の種目

⑥体位変換器 ⑩歩行器

⑦認知症老人徘徊感知機器 ⑪歩行補助つえ

但し、①～⑧は、特別に使用の必要性が認められた方以外の軽度者(要支援1・2、要介護1)には貸与できません。

4. 利用料金

⑴利用料金

指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具

貸与が法定受領サービスである時は、その1割または2割または3割の額となります。なお、レンタル料は1ヵ月

単位とし、開始月と終了月の利用料は次のとおりです。

①契約の開始日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料相当額

②契約の開始日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料の1/2相当額

③契約の終了日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料の1/2相当額

④契約の終了日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料相当額

⑤レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額レンタル料相当額

⑵特別な運搬にかかる費用

福祉用具の搬入・搬出に特別な措置が必要な場合は、それに要する費用については利用者又はその家族の同意を

得て、実費を徴収させて頂きます。

5. 利用料金のお支払い方法

利用者は1ヵ月分のサービス利用料を、事業者が発行する利用料請求書に基づき、翌月26日までに以下のいずれか

の方法でお支払いください。

ア. 下記指定口座への振込み

荘内銀行　酒田中央支店

普通預金　１１３５７３６

合同会社GreenOak 代表社員 株式会社樫の木

職務執行者　冨樫正樹

イ. 金融機関口座からの自動引き落とし

ウ. 職員による集金

6. サービスの利用方法

⑴サービスの利用開始

　① 契約に基づく日時に搬入致します。

　② 納入時には、利用者の身体・自宅の状況などに応じて福祉用具の組立て調整を行います。

　③ 商品の機能、使用方法、使用上の注意を利用者、家族に対して十分な説明を行った上で使用方法の指導を行います。

　④ 利用者からの要請に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を

行います。

福祉用具貸与重要事項説明書（介護予防含む）

職　種 常　勤 ( )内兼務人数 非常勤 職務内容

令和6年2月1日版

管　理　者

福祉用具専門相談員

1 (1)

2 (2)

①車いす

②車いす付属品

③特殊寝台

④特殊寝台付属品

⑧移動用リフト

   (つり具の部分を除く)

⑫スロープ

⑨手すり⑤床ずれ防止用具



⑵サービスの終了

　① 利用者の希望日時に搬出できるよう、事業所内調整をとり実施致します。

　② 搬出時、必要に応じて即日点検を行います。

　③ 利用者に補修代金を頂く場合があります。

※取扱説明書記載内容以外の使用方法の結果、著しい汚れ、または故意と思われる破損、故障にいたる等。

7. 秘密の保持と個人情報の保護について

⑴管理者及び専門相談員は正当な理由なく、業務上知り得た利用者様又はそのご家族様の秘密は漏らしません。

⑵サービス担当者会議等において利用者様やご家族様の個人情報を用いる場合は個人情報同意をあらかじめ文書により

　得ます。

8. 事故発生時の対応

⑴専門相談員等は、事業の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに

　管理者の指示に従い、県、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者

　に報告を行います。

⑵事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を

　防ぐための対策を講じます。

⑶事業者は、指定福祉用具貸与の提供により利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を賠償します。

9. 苦情の受付について

⑴当事業所における苦情の受付

　当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

　〇苦情受付窓口 管理者　後藤 主計

　〇受付時間 毎週月曜日～金曜日 (祝日及び 12月31日～1月3日除く)

9:00～18:00

　〇電話番号 ０２３４-３１-７７７０

⑵行政機関その他苦情受付期間

所在地 酒田市本町２丁目２-４５

電話番号 ０２３４-２６-５３６３ (代表)

所在地 寒河江市大字寒河江字久保６番地

電話番号 ０２３７-８７-８００６　 (苦情相談専用)

受付時間 午前９時～午後４時 (月曜日～金曜日)

(祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く)

指定介護予防福祉用具貸与サービスまたは指定福祉用具貸与サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。

令和 　年 　月 日

上記内容の説明を事業所から受け、指定介護予防福祉用具貸与サービスまたは指定福祉用具貸与サービスの提供開始

に同意しました。

令和 　年 　月 日

酒田市役所介護保険課

山形県国民健康保険団体連合会

介護保険課介護サービス推進室

事業所所在地

事業所名

説明者氏名

山形県酒田市錦町４丁目１-２ コーワビル１F

合同会社GreenOak　グリーンオーク

代表社員　株式会社樫の木　職務執行者　冨樫正樹代表社員

利用者氏名

代理人住所

代理人氏名

　

   (関係：　　　　　　）

利用者住所


